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諸般の報告（令和４年第４回議会定例会（令和４年１２月５日）後）

令和５年３月３日（金）

◎ 議決結果の報告

○ １２月１０日、令和４年第４回議会定例会の議決を経た議案を、地方自治法第１６条第

１項、第１２３条第４項及び第２１９条第１項の規定により村長に送付。

◎ 監査の報告受理

○ １２月２１日、１月２３日及び２月２２日、監査委員から例月出納検査の報告を受理。

◎ 系統議長会関係

○ １月１３日、青森県町村議会議長会理事会出席。

○ ２月１５日、三戸郡町村議会議長会定期総会出席。

○ ２月２７日、青森県町村議会議長会定期総会出席。



会 期 日 程

令和５年第１回新郷村議会定例会会期日程

月 日 曜日 種 別 内 容 開議時間

３ 月 ３ 日 金 本会議
議案一括上程、提案理由説明

予算特別委員会（委員長、副委員長の互選）

午前１０時

本 会 議 後

３ 月 ４ 日 土 休 会 議案熟考

３ 月 ５ 日 日 休 会 議案熟考

３ 月 ６ 日 月 委員会 各委員会

３ 月 ７ 日 火 休 会 議案熟考

３ 月 ８ 日 水 本会議 一般質問 午前１０時

３ 月 ９ 日 木 委員会 予算特別委員会（一般会計・特別会計） 午前１０時

３ 月 １ ０ 日 金 本会議 委員長報告、議案審議 午前１０時



陳情文書表

令和５年第１回新郷村議会定例会

陳情

番号

受理

番号

受 理

年 月 日
陳情の趣旨 陳情者の住所氏名

付 託

委 員 会

１ １
令 和 ５ 年

２ 月 ２ １ 日

民主主義・立憲主義の基盤

である思想・良心の自由、請

願権等を守る為の陳情

青森県青森市 総 務 常 任

委 員 会



第 １ 日 （３月３日）



令和５年第１回新郷村議会定例会

令和５年３月３日（金曜日）午前１０時００分開会

議事日程（第１号）

日程第 １ 会議録署名議員の指名について

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 議案第１号から議案第２４号まで（村長提出・提案理由説明）

日程第 ４ 予算特別委員会の設置について

日程第 ５ 陳情について

─────────────────────────────────────────────────

本日の会議に付した事件

議案第 １号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「令和４年度新郷村一般会計補正予算（第７号）」

議案第 ２号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び青森県市町

村総合事務組合の規約の変更について

議案第 ３号 新郷村税条例の一部を改正する条例案について

議案第 ４号 新郷村定住促進住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案につい

て

議案第 ５号 新郷村若者定住促進住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案に

ついて

議案第 ６号 新郷村道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例案について

議案第 ７号 新郷村立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案について

議案第 ８号 新郷村文化財保護条例の全部を改正する条例案について

議案第 ９号 令和４年度新郷村一般会計補正予算（第８号）案について

議案第１０号 令和４年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）案について

議案第１１号 令和４年度新郷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案について

議案第１２号 令和４年度新郷村介護保険特別会計補正予算（第４号）案について



議案第１３号 令和４年度新郷村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第５号）案について

議案第１４号 令和４年度新郷村簡易水道特別会計補正予算（第３号）案について

議案第１５号 令和４年度新郷村特定環境保全公共下水道特別会計補正予算（第３号）案につ

いて

議案第１６号 令和４年度新郷村農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）案について

議案第１７号 令和５年度新郷村一般会計予算案について

議案第１８号 令和５年度新郷村国民健康保険特別会計予算案について

議案第１９号 令和５年度新郷村後期高齢者医療特別会計予算案について

議案第２０号 令和５年度新郷村介護保険特別会計予算案について

議案第２１号 令和５年度新郷村国民健康保険診療所特別会計予算案について

議案第２２号 令和５年度新郷村簡易水道特別会計予算案について

議案第２３号 令和５年度新郷村特定環境保全公共下水道特別会計予算案について

議案第２４号 令和５年度新郷村農業集落排水事業特別会計予算案について

出席議員（８名）

１番 稲 葉 嘉 浩 君 ２番 永 野 範 英 君

３番 才 神 幸 男 君 ４番 横 道 一 男 君

５番 村 岡 和 俊 君 ６番 滝 沢 仁 君

７番 細 川 真理子 君 ８番 福 山 惠一郎 君

欠席議員（なし）

地方自治法第１２１条の規定による者の職氏名

村 長 櫻 井 雅 洋 君 副 村 長 横 田 堅 悦 君

教 育 長 岡 田 稔 君 総 務 課 長 髙 村 郁 子 君

会 計 管 理 者 桜 井 真紀子 君
企 画 商 工
観 光 課 長 櫻 䑓 博 明 君

農 林 課 長 高 見 憲 一 君 建 設 課 長 福 山 徹 君



職務のため出席した者の氏名

税 務 課 長 戸 田 ひとみ 君 住 民 課 長 中鶴間 淳 子 君

厚 生 課 長 沢 口 くみ子 君 診療所事務長 工 藤 勝 志 君

教 育 委 員 会
総 務 課 長 福 山 佐登志 君

議 会
事 務 局 長 本 間 由美子 君 主 査 福 山 拓 史 君



─────────────────────────────────────────────────

◎開会の宣告

○議長（福山惠一郎君） 定足数に達していますので、令和５年第１回新郷村議会定例会を開

会いたします。

これから本日の会議を開きます。

これから諸般の報告をいたします。

報告事項については、お手元に配付した資料のとおりであります。

これで諸般の報告を終わります。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。

（午前１０時０２分）

─────────────────────────────────────────────────

◎会議録署名議員の指名

○議長（福山惠一郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、永野範英君、才神幸男君を指名いた

します。

─────────────────────────────────────────────────

◎会期の決定

○議長（福山惠一郎君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

会期の日程等については、議会運営委員会の審議の結果、お手元に配付のとおりであります

が、この際、議会運営委員長から報告を求めます。

委員長、滝沢仁君。

○議会運営委員長（滝沢 仁君） おはようございます。

ご報告いたします。

議会運営委員会において審議した結果は、お手元に配付してあります会期日程表のとおりで

あります。本日から３月１０日までの８日間といたします。

以上、報告を終わります。

○議長（福山惠一郎君） ただいまの委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご

異議ありませんか。



（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、本定例会の会期は委員長報告のとおり本日から３月１０日までの８日間と決定

いたしました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第１号から議案第２４号までの上程、説明

○議長（福山惠一郎君） 日程第３、議案第１号から議案第２４号までの議案２４件を一括上

程いたします。

村長から提案理由の説明を求めます。

村長。

○村長（櫻井雅洋君） おはようございます。

令和５年第１回新郷村議会定例会提案のご説明を申し上げます。

本日ここに、令和５年第１回新郷村議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にはご

多忙の折、ご出席をいただきまして、誠にありがとうございました。

開会に当たり、本定例会に提案しております議案の概要についてご説明を申し上げ、ご審議

の参考に供したいと存じます。

さて、今年度も残すところ１か月となりました。議員の皆様には行政運営に特段のご指導、

ご協力を賜り、誠にありがとうございました。また、職員の方々には、コロナ感染対応を講じ

ながらの業務遂行に、心から感謝するものであります。

計画しております事業も順調に推移しており、今後は義務的経費執行の業務が主で、次年度

の財源となるよう歳出節減を意識し、業務遂行に努めてまいりたいと思っております。

今年度も、昨年度同様に地方交付税が増額され、新型コロナワクチン接種補助金やコロナ感

染対応特別交付金などの支援金を活用し、公共施設の改修や住民生活の支援、学校設備の充実、

農家支援などに対応し、当初予算を約３億８，０００万円余り増額し、住民が安心して暮らせ

るよう取り組んでまいりました。

青森県では７月、１２月に１日当たり２，０００人を超える感染者数でありましたが、イン

フルエンザ流行後は数百人となり、最近では２桁台と大幅に減少し、地域経済も徐々に上向き

になっているように感じられます。当村で、発熱外来の受診は大方減少しておりますが皆無で



はなく、新たなオミクロン株対応のワクチン接種率は８０．７％となっております。今後は、

５歳から１３歳まで２価ワクチン接種や一般希望者には五戸総合病院での対応となります。

今、国会ではコロナ対応について議論をしておりますが、村として国の対応に準じて早急に

対策を講じてまいります。そして、一日も早い収束を願うものです。そのために、村民一人一

人が新しい生活様式に基づく行動に徹していただきたいとお願いするものであります。

また、世界情勢により燃料、資材、物価等が高騰し、農業経営や企業経営、住民の家計を圧

迫し、生活に支障を来しております。今年度も様々な支援策を講じてきたものの、村の財政を

鑑みると十分と言えないが、少しでも負担軽減になればと思っております。

そういった背景での５年度も、農林畜産業の推進を第一に、高齢者によるキノコ栽培の推進、

環境基盤整備と移住・定住の促進、学校教育の充実と観光資源を有効活用し、誘客促進、特産

品の開発などに重点を置き諸施策推進に努め、未来に残る村づくりを目指し、議員皆様方と共

に村発展のため協力をし、歩んでまいりたいと思っておりますので、なお一層のご理解をよろ

しくお願い申し上げます。

それでは、提案いたしました議案２４件についてご説明申し上げます。

議案第１号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについては、令和４年度新郷村

一般会計補正予算（第７号）でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４

４０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億７，４００万８千円といた

しました。

歳入の主なる内容は、１８款繰入金、２項基金繰入金でいきいき新郷むらづくり基金４４０

万円を追加しております。

歳出の主なる内容は、２款総務費、７項企画振興費で報償費のふるさと納税返礼品３６５万

円、委託料７５万円をそれぞれ追加しております。

議案第２号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び青森県市町

村総合事務組合の規約の変更については、令和５年６月１日から構成団体に八戸市を加入させ

ること並びに共同処理する事務のうち、市町村税等の滞納整理に関する事務に八戸市及び十和

田市を加えることから、青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び青

森県市町村総合事務組合規約の変更について、関係地方公共団体と協議する必要が生じたので、

地方自治法第２８６条第１項及び同法第２９０条の規定に基づき、議会の議決を要するため提



案するものであります。

議案第３号 新郷村税条例の一部を改正する条例案については、令和５年度から地方税共通

納税システム対象税目の拡大に伴い、納税通知書の仕様が変更されるため提案するものであり

ます。

議案第４号 新郷村定住促進住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案につい

ては、新郷村定住促進住宅に係る入居者資格を改めるため提案するものであります。

議案第５号 新郷村若者定住促進住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案に

ついては、新郷村若者定住促進住宅に係る住宅の検査を改めるため提案するものであります。

議案第６号 新郷村道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例案については、道路法施行

令の改正により、道路占用料の改正を行う必要が生じたため提案するものであります。

議案第７号 新郷村立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案について

は、田茂代地区公民館を廃止することに伴い、新郷村立公民館の設置及び管理に関する条例の

一部を改正するため提案するものであります。

議案第８号 新郷村文化財保護条例の全部を改正する条例案については、新郷村文化財保護

条例（昭和３６年新郷村条例第１２８号）の根拠法令である文化財保護法（昭和２５年法律第

２１４号）との整合性を図るため改正するものであります。

議案第９号 令和４年度新郷村一般会計補正予算（第８号）案についてでありますが、既定

の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，６７３万４千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３０億９，７２７万４千円といたしました。

歳入の主なるものについて申し上げます。

１０款地方交付税で３，２０４万６千円を追加しております。

１４款国庫支出金、１項国庫負担金で施設型給付費国庫負担金１，１９７万円を減額し、２

項国庫補助金で学校保健特別対策事業費補助金９０万円、令和４年度公立学校情報機器整備費

補助金２２万５千円をそれぞれ追加しております。

１５款県支出金、１項県負担金で施設型給付費県負担金５９８万５千円を減額し、２項県補

助金で農地利用最適化交付金５９万９千円を追加しております。

１７款寄附金でふるさと納税寄附金３，４１１万円を追加しております。

歳出の主なるものについて申し上げます。



２款総務費、１項総務管理費で、舘神地区倉庫解体工事請負費１６５万円、いきいき新郷む

らづくり基金３，７２１万５千円、７項企画振興費で移住・定住促進対策費の修繕費２６０万

円をそれぞれ追加しております。

３款民生費、１項社会福祉費で介護保険特別会計の繰出金６０８万５千円を減額し、総合福

祉センター管理運営費光熱水費３００万円を追加し、２項児童福祉費で施設型給付費１，８９

４万３千円を減額しております。

４款衛生費、１項保健衛生費で診療所特別会計への繰出金５０１万６千円を減額し、保健衛

生費総務費の出産・子育て応援ギフト４０万円、予防費の返還金等１０８万円、２項水道費で

簡易水道特別会計への繰出金１３７万円をそれぞれ追加しております。

６款農林水産業費、１項農業費で農地利用効率化等支援交付金８６７万４千円を減額し、農

地利用最適化交付金事業費の委員報酬５９万９千円、２項林業費で森林環境保全事業費の農林

業振興基金２１５万円、３項農林開発費で農林開発総務費の中山間地域総合整備事業負担金７

５０万円をそれぞれ追加しております。

８款土木費、１項土木管理費で特定環境保全公共下水道特別会計への繰出金１１２万円を追

加しております。

１０款教育費、２項小学校費で学校備品等５０万円、３項中学校費で学校備品等１１０万８

千円、４項奨学金で教育振興基金１３２万円をそれぞれ追加しております。

１１款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧事業費で道路・河川土砂排土等委託料１００

万円を追加しております。

議案第１０号 令和４年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）案についてであ

りますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億８，８７４万２千円といたしました。

議案第１１号 令和４年度新郷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案についてで

ありますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６１６万６千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，５９４万２千円といたしました。

議案第１２号 令和４年度新郷村介護保険特別会計補正予算（第４号）案についてでありま

すが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，３７１万１千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億７，６８１万円といたしました。



議案第１３号 令和４年度新郷村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第５号）案につい

てでありますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４５３万７千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，９２２万円といたしました。

議案第１４号 令和４年度新郷村簡易水道特別会計補正予算（第３号）案についてでありま

すが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３７万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ５，９１０万７千円といたしました。

議案第１５号 令和４年度新郷村特定環境保全公共下水道特別会計補正予算（第３号）案に

ついてでありますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，２８８万円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，３５７万９千円といたしました。

議案第１６号 令和４年度新郷村農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）案について

でありますが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５４万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２，７４３万７千円といたしました。

議案第１７号 令和５年度新郷村一般会計予算案についてでありますが、歳入歳出予算の総

額は歳入歳出それぞれ２５億１００万円と定めました。前年度と比較して２億８，４６０万円、

１０．２％の減となっております。

歳入の主なるものについて申し上げます。

１款村税２億６，０１６万５千円、２款地方譲与税５，９８２万６千円、７款地方消費税交

付金５，０００万円、１０款地方交付税１４億１，０００万円を見込んでおります。

１３款使用料及び手数料は３，５０９万１千円で、新郷温泉館入浴料が主なるものでありま

す。

１４款国庫支出金は１億４，１５２万３千円で、障害者自立支援等給付費、社会資本整備総

合交付金、道路メンテナンス補助金が主なるものであります。

１５款県支出金は１億４，９７１万３千円で、障害者自立支援等給付費、施設型給付費県負

担金、中山間地域等直接支払交付金事業補助金が主なるものであります。

１８款繰入金は２億７万２千円で、財政調整基金繰入金、いきいき新郷むらづくり基金繰入

金、減債基金繰入金が主なるものであります。

２０款諸収入は５，９３８万８千円で、森林整備センター受託事業収入、原子力施設立地振

興対策事業助成金が主なるものであります。



２１款村債は６，９３０万円で、橋梁整備事業債、村道改良整備事業債、特別支援教育支援

員配置事業債が主なるものであります。

次に、歳出の主なるものについて申し上げます。

１款議会費で、議員報酬、職員給与及び共済負担金等の人件費が主なるもので、その額を５，

３１１万８千円と定めました。

２款総務費では、財務会計システム更新等委託料７５０万円、キャッシュレス決済システム

導入委託料４１万６千円、税システム等リース料及び利用料１，７３９万８千円、戸籍総合シ

ステムブックレスクラウドサービス使用料５５３万８千円、選挙費で９９５万７千円、みずば

しょう号購入費１，２０４万８千円、共同受信設置更新工事費１，８００万円、地域おこし協

力隊推進事業費１，２６０万円が主なるもので、その他人件費がほとんどで、その額を４億５，

８４７万３千円と定めました。

３款民生費では、村社会福祉協議会補助金７７８万７千円、介護保険特別会計への繰出金１

億３３８万１千円、障害者自立支援給付費５，９８３万５千円、国保特別会計への繰出金３，

８３２万６千円、後期高齢者医療特別会計への繰出金６，１７２万７千円、施設型給付費６，

２００万円、児童手当１，９５０万円が主なるもので、その額を４億９，２８８万５千円と定

めました。

４款衛生費で、診療所特別会計への繰出金４，６３１万８千円、予防接種等委託料５０４万

５千円、十和田地域広域事務組合負担金２，００２万９千円、癌検診等委託料４０６万７千円、

簡易水道特別会計への繰出金３，４９８万８千円が主なるもので、その額を１億５，２８４万

円と定めました。

６款農林水産業費では、産業用無人ヘリコプター導入事業補助５２０万円、農地利用効率化

等支援交付金８６７万４千円、新郷村優良繁殖雌牛導入保留奨励事業４８０万円、中山間地域

等直接支払事業交付金５，０２７万５千円、有機資源センター新郷指定管理料１，８５０万円、

除間伐等委託費１，１００万円、通作条件整備負担金１，７７５万円、中山間地域総合整備事

業負担金２，０２５万円、農業集落排水事業特別会計への繰出金２，３０８万６千円が主なる

もので、その額を３億２２３万３千円と定めました。

７款商工費では、間木ノ平グリーンパーク指定管理料４，３００万円、五戸町・新郷村地域

商店街活性化事業助成金６９１万３千円、間木ノ平地区公園整備費１，９６５万円、温泉事業



管理運営費７，１４４万５千円が主なるもので、その額を１億６，６２９万６千円と定めまし

た。

８款土木費では、特定環境保全公共下水道特別会計への繰出金１億２，３０１万７千円、道

路台帳作成業務委託８００万円、道路維持工事請負費１，３００万円、道路改良事業測量設計

委託料等５００万円、道路改良事業工事請負費６，５００万円が主なるもので、その額を２億

８，９４５万６千円と定めました。

９款消防費では、団員報酬１，６００万円、八戸地域広域事務組合負担金７，４８５万６千

円が主なるもので、その額を１億８８７万９千円と定めました。

１０款教育費では、特別支援教育支援員報酬等１，８７５万２千円、新郷村子育て世代サポ

ート祝金２２０万円、社会教育施設管理費１，４５２万６千円、学校給食費２，９７９万１千

円が主なるもので、その額を１億７，８１１万８千円と定めました。

１１款災害復旧費で、農地・水路土砂排土等委託料１５０万円、道路・河川土砂排土等委託

料１００万円が主なるもので、その額を５３０万円と定めました。

１２款公債費では、長期債元金償還金２億８，２００万円、長期債利子償還金等８４０万円

が主なるもので、その額を２億９，０４０万円と定めました。

１３款予備費では、３００万円を計上しております。

以上が令和５年度一般会計予算案の概要であります。

議案第１８号 令和５年度新郷村国民健康保険特別会計予算案についてでありますが、歳入

歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３億３，５８２万３千円と定めました。前年度と比較いた

しまして５，９９８万５千円の減となり、マイナス１５．２％となっております。

議案第１９号 令和５年度新郷村後期高齢者医療特別会計予算案についてでありますが、歳

入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ８，４５５万７千円と定めました。前年度と比較いたし

まして５６２万７千円の減となり、マイナス６．２％となっております。

議案第２０号 令和５年度新郷村介護保険特別会計予算案についてでありますが、歳入歳出

予算の総額は歳入歳出それぞれ５億１，４６１万４千円と定めました。前年度と比較いたしま

して１，１５１万３千円の増となり、プラス２．３％となっております。

議案第２１号 令和５年度新郷村国民健康保険診療所特別会計予算案についてでありますが、

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ９，９５８万９千円と定めました。前年度と比較いた



しまして１１２万７千円の増となり、プラス１．１％となっております。

議案第２２号 令和５年度新郷村簡易水道特別会計予算案についてでありますが、歳入歳出

予算の総額は歳入歳出それぞれ５，５７４万円と定めました。前年度と比較いたしまして３１

１万９千円の増となり、プラス５．９％となっております。

議案第２３号 令和５年度新郷村特定環境保全公共下水道特別会計予算案についてでありま

すが、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億６，２６１万４千円と定めました。前年度

と比較いたしまして１，１０３万５千円の増となり、プラス７．３％となっております。

議案第２４号 令和５年度新郷村農業集落排水事業特別会計予算案についてでありますが、

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２，４８６万７千円と定めました。前年度と比較いた

しまして９万円の増となり、プラス０．４％となっております。

以上、提案いたしました議案について、その概要をご説明申し上げましたが、議事の進行に

伴い質問に応じ、本職をはじめ関係者から詳細にご説明申し上げたいと思います。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決賜りますようお願い申し上げます。

なお、字句、また数字等の読み違いについては、議長において訂正願いたいと思います。

─────────────────────────────────────────────────

◎予算特別委員会の設置について

○議長（福山惠一郎君） 日程第４、予算特別委員会の設置についてを議題といたします。

お諮りいたします。

ただいま提案されております議案第１７号から議案第２４号までの８件は、令和５年度新郷

村一般会計予算案及び特別会計予算案であります。

この当初予算案を審議するため、議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これ

に付託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号から議案第２４号までを審議するため、議員全員をもって構成す

る予算特別委員会を設置し、これに付託することに決定しました。

予算特別委員会の委員長及び副委員長の互選についての委員会を開催するため、口頭をもっ

て予算特別委員会を招集いたします。



本会議終了後、直ちに会議室において予算特別委員会を開催します。ご了承願います。

─────────────────────────────────────────────────

◎陳情について

○議長（福山惠一郎君） 日程第５、陳情についてを議題といたします。

お手元に配付しております陳情１件は、総務常任委員会に付託であります。

─────────────────────────────────────────────────

◎散会の宣告

○議長（福山惠一郎君） 以上をもって本日の議事日程は終了しました。

来る３月８日は午前１０時から会議を開きます。

本日はこれで散会します。

ご苦労さまでした。

（午前１０時４２分）
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─────────────────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（福山惠一郎君） おはようございます。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。

（午前１０時００分）

─────────────────────────────────────────────────

◎一般質問

○議長（福山惠一郎君） 日程第１、一般質問を行います。

─────────────────────────────────────────────────

◇ 永 野 範 英 君

○議長（福山惠一郎君） 質問の通告がありますので、順次発言を許します。

２番、永野範英君。

○２番（永野範英君） おはようございます。

議席番号２番、永野でございます。

議長のお許しをいただきましたので、通告書に基づきまして２点ほど質問をさせていただき

ます。

まずは、２月６日、トルコ・シリア国境付近で発生した大地震で亡くなられた方々、そのご

家族に心から哀悼の意を表すとともに、被災されました多くの方々にお見舞いを申し上げます。

それでは、１点目でございますが、防犯灯電気料金についてであります。

防犯灯電気料金の常会への支援について、村長より伺います。

東北電力は、昨年１１月２４日に家庭向けの規制電気料金について、今年４月から平均で３

２．９４％値上げすることを経済産業省に申請したと発表しました。燃料価格が高騰しており、

２年連続の純損失となる見通しで、このままでは電力の安定供給に影響を及ぼしかねないため

としております。

犯罪を防止し、村を明るくするため、村内各常会で管理している防犯灯の電気料金も当然高

騰します。ある常会長の方は、常会予算の３割から４割ぐらいが電気料金になる可能性がある

と言っておりました。コロナ禍で活動が抑制され、電気料で常会会計は圧迫されております。



世帯数も減少し、常会各家庭の負担も多くなるし、集落内の各行事運営にも支障が出る。対策

として、蛍光灯の数を減らすなどの対策もしなければならないなどとも言っておりました。し

かしながら、昨今の特殊詐欺、広域強盗団など、凶悪犯罪を考えますと、防犯灯の数を減らす

ことは絶対にあってはならない。防犯灯が明るくともり、安心・安全な生活環境を保つために

は、常会への支援対策が必要であります。

そこで、伺います。

各常会で管理している防犯灯の電気料金について支援対策を考えているのか。村長より伺い

たい。

次に、２点目でございますが、森林保全についてであります。

外国資本による森林等買収の実態について、村長より伺います。

国土の３分の２を占める森林は、木材の供給、国土保全、水源の涵養、地球温暖化防止など、

国民が豊かな生活を送る上で大切な役割を果たしております。

しかしながら、この大切な資源を外国資本による森林買占めが目立っていると聞いておりま

す。最近、当村でも、近隣市町村でも、特に森林の伐採が目立つようになりました。国土交通

省、林野庁によりますと、平成１８年から令和元年まで、全国で２６４件、２，３０５ヘクタ

ールの森林が外国人や外国法人に取得されているとのことです。

そこで、伺います。

当村の総面積の８０％が森林などであります。当村での外国資本による森林などの買収実態

はあるのかどうか、村長より伺いたい。

以上、２点の答弁をお願いし、再質問は自席にて行います。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） おはようございます。

それでは、２番、永野議員の防犯灯電気料金についてのご質問にお答えいたします。

防犯灯電気料金の常会への支援についてですが、常会の要望により街灯を設置してまいりま

した。その後、ＬＥＤ化の進展に伴い、以前、企画商工観光課で行っていた集落活動支援事業

を活用し、ＬＥＤ化に切り替え、電気料金削減に少しはお役に立てていただいたのかと思って

おります。また、集会所の固定資産税、水道料金、下水道料金の減免等も行っており、支援策

は現在も実施されております。



現在、役場では、常会で支払われている防犯灯電気料金の実態把握はできておりません。支

援を検討する際には、実情を把握する必要があるため、各常会から防犯灯や街灯、集会所等の

電気料金を詳細に調査していきたいと思っております。

公共施設の電気料金も大幅に高騰しております。財政的に可能であれば、公平な支援策を検

討してまいりたいと思っております。

次に、外国資本による森林等買収の実態についてですが、外国資本による森林等売買の話の

うわさを耳にしたことがあります。当村における大規模売買は届出、そして開発においては許

可が必要であり、その実績を調査したところ、不審な取引の実態は確認されず、問合せもない

状況であります。

以上、永野議員の質問の答弁とさせていただきます。

○議長（福山惠一郎君） ２番。

○２番（永野範英君） 森林保全についてでございますけれども、森林買収実態がないという

ことでよろしいでしょうか。

日本の不動産が外国資本に買収されることが指摘されるようになりましてから、１０年以上

がたつと思いますけれども、日本には外国資本の不動産売買を規制する規則などがないという

ふうに伺っておりますけれども、外国人からいたしますと、不動産買収というのは商業行為で

あるというふうなことを主張しているということでございます。

そこで、お伺いいたしますけれども、外国資本の買収について取り締まる手だてはないのか、

事前の届出を求める条例を自治体独自に制定することができないのか、今、分かりましたらお

知らせください。分からなければ、後でも結構でございます。お願いします。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 届出については、条例とか何とかでなくて、法律で定められていると

いうことですので、その辺で対処していかなければならないなと思っております。

以上です。

○議長（福山惠一郎君） いいか。２番。

○２番（永野範英君） 外国資本による森林買収についてでございますけれども、今、思い出

しましたけれども、１０年前なんですけれども、平成２４年の１２月だったと思いますけれど

も、元林野庁で森林管理署戸来森林事務所に昭和５３年から２年間担当区として勤務されてお



りました平野秀樹さんという方が、美郷館におきまして、「むらづくりを語る会」という会議で

講演をしておりまして、そのときに外資による森林の買収とか、リラックス効果がある森林セ

ラピーについて講演をした記憶がございますけれども、そのあたりから平野さんという方はも

う危機感を持っておったんですけれども、外国資本を妨げるということは非常に難しいとは思

いますけれども、どうか外資から森林資源を、これからもどうか守っていただきたいというふ

うに考えております。

次に、防犯灯電気料金への常会への支援についてでございますけれども、夜間における犯罪

の発生を防止するため、それから公衆の通行安全を図るため、そしてまた各常会、各家庭の負

担を軽減するためにも、常会への支援は必要であるというふうに考えております。安全で安心

して暮らせる村づくり実現のために、ぜひとも支援していただくようお願いをするものであり

ます。

本日は、防犯灯電気料金の常会への支援について、外国資本による森林等買収の実態につい

ての２点を質問をさせていただきました。今後とも、櫻井村長の行政手腕にご期待を申し上げ

まして、私の一般質問を終わらせていただきます。終わります。

○議長（福山惠一郎君） 以上で永野範英君の一般質問を終わります。

─────────────────────────────────────────────────

◇ 滝 沢 仁 君

○議長（福山惠一郎君） 次に、６番、滝沢仁君。

○６番（滝沢 仁君） おはようございます。

６番、滝沢、一般質問に入らせていただきます。

１件目、今後の水道事業について伺います。

青森県は、２月２１日、県内の公営水道事業を６地区に分けて広域連携する県水道広域化推

進プラン（案）を公表しています。２０２５年までに事業統合した場合、費用の削減や交付金

の受給による全体の効果額は６９年度まで４５年間で５５０億円に上ると試算し、各地域で開

かれている議論のたたき台にしてもらうと考えているとのことです。

新郷村の簡易水道、大畑、西越、金ヶ沢、間明田、堂ヶ前、田中、長峯、鹿田の各簡易水道

の経過年数を問います。

また、青森県三八地区水道事業広域連携推進任意協議会に村長も構成員として参加している



ようですが、令和４年からの進捗状況と村長の今度の水道事業に対する考え方を伺いたいと思

います。また、担当課長にもお願いいたします。

２件目ですが、地方創生移住支援についてですが、２月２４日のデーリー東北の紙面で、地

方移住を支援するＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター（東京）は、２月２３日、２０２２年

に窓口やセミナー参加などで受け付けた移住相談件数が、２年連続で最多を更新したと発表し

たとありました。

全国的に地方移住が広がる中、政府は２０２３年度予算において、地方創生支援を拡充し、

内閣官房長は２０２２年１２月のデジタル田園都市国家構想総合戦略において、テレワークの

普及などデジタル力を活用して地方再生を加速させようとしています。

また、地方では、宮城県七ヶ宿町で、地域の担い手になる人材として移住する場合、木造２

階建ての住宅を月３万５千円で借りることができ、当該住宅に２０年入居すれば無償で住居及

び土地を譲渡する等、当村でやった事業を参考にしたようなことをして移住を呼びかけている

ようです。

そこでですが、移住への考え方を問います。

１つ目、移住者を迎え入れるためのＰＲ活動はしているのか。

２つ目、移住体験や地域とのマッチングイベントを行ってはどうか。

３つ目、移住者への心理的サポートができる相談体制はできているのか。

４つ目、地域コミュニティー（常会など）との付き合い方、また地域コミュニティー側への

説明をしているのか。

村長、また担当課長から以上を伺いたいと思います。

なお、再質問は自席にて行わせていただきます。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） ６番、滝沢議員の新郷村各簡易水道の経過年数と、水道広域連携の進

捗状況についてのお答えをいたします。

まず、今後の水道事業についてですが、令和４年２月２８日に全員協議会において、青森県

三八地区における水道事業広域連携の件と協議についてご説明をいたしましたところです。令

和４年５月１８日に八戸圏域水道企業団、三戸町、五戸町、田子町、新郷村の５事業体で結成

されました青森県三八地区水道事業広域連携推進任意協議会の中で構成員となっており、組織



会を開催したところであります。協議会の下部組織から調査されている内容、また様々なデー

タ等の報告を受けた上で、これからの在り方について協議していくこととなっておりますので、

本格的な議論になっていません。

今後、協議会から受けた内容やデータを基に、議会と協議した上で考えを示していきたいと

考えております。

新郷村簡易水道の経過年数及び青森県三八地区水道事業広域連携推進任意協議会の進捗状況

の詳細については、担当課長より説明させていただきます。

次に、地方創生の移住支援についてですが、当村では空き家対策を含め、移住・定住に取り

組んでいるところであります。移住支援費補助金や空家等利活用事業費補助金の予算を計上し、

移住者への助成を図っているところですが、移住した後の仕事の確保が難しいとの理由により、

なかなか希望者が集まらないのが現状であります。

今後は、ホームページや情報誌等を利用し、新郷村のＰＲに努めることや、青森県及び八戸

圏域連携中枢都市圏主催の首都圏での相談会などを通じて、移住・定住の促進を図っていきた

いと考えております。

個別の質問については、また担当課長より説明させていただきます。

○議長（福山惠一郎君） 建設課長。

○建設課長（福山 徹君） ６番、滝沢議員の質問についてお答えいたします。

まず、新郷村簡易水道の経過年数についてですが、大畑浄水場は１６年、西越浄水場は３９

年、金ヶ沢浄水場は２５年、間明田浄水場は１９年、堂ヶ前浄水場は２３年、田中浄水場は２

３年、長峯浄水場は２０年、扇ノ沢浄水場は１７年となっております。

次に、青森県三八地区水道事業広域連携推進任意協議会の進捗状況についてお答えいたしま

す。

この協議会では、５事業体の長が構成員となり、その下部組織に検討部会と分科会が設置さ

れております。分科会では、管理経営部門及び技術部門と細分化し、部門ごとに現状、課題、

目標設定、広域連携の実現の可能性等に関わる分析、立案を行っています。ここでまとめられ

たことが、５事業体の担当課長で構成される検討部会に報告されます。検討部会では、広域に

向けたより細かな内容を協議し、その内容を構成員へ報告いたします。構成員は、広域に向け

た最終的な方向性を協議するといった流れになっております。



令和４年度は、分科会での作業が主となっており、構成団体の水道事業に関わる全ての内容

を調査し、データ化するといった作業を行っている最中です。令和５年度以降は、広域化へ向

けた具体的な協議に入っていくこととなります。

以上、滝沢議員の答弁とさせていただきます。

○議長（福山惠一郎君） 企画課長。

○企画商工観光課長（櫻䑓博明君） ６番、滝沢議員の移住についての質問にお答えします。

まず、１番、移住者を迎えるためのＰＲ活動をしているかということですが、ホームページ

や情報誌等の利用や、青森県及び八戸圏域連携中枢都市圏主催の首都圏での相談会などに参加

し、ＰＲ活動を展開しております。

次に、２番、移住体験や地域とのマッチングイベントを行ってはどうかということですが、

いきなり移住をして地域とのトラブルがあったという他町村の事例を聞きますので、移住体験

というのは重要だと考えております。機会を見て、開催を検討していきたいと思います。

３番、移住者への心理的サポートできる体制はできているかですが、現在、まだそういう体

制はありません。他町村の先進事例を参考に、体制構築を目指していきたいと思います。

４番、地域コミュニティー（常会など）との付き合い方、また地域コミュニティー側への説

明会はしているかですが、現状、職員が個別に対応しておりますけれども、説明会形式の開催

実績はありません。必要に応じて、開催を検討していきたいと思います。

以上、滝沢議員の質問にお答えしました。

○議長（福山惠一郎君） ６番。

○６番（滝沢 仁君） ただいま答弁にありました移住者へのマッチングイベント、またコミ

ュニティーとの付き合い方等に他町村の先進事例とかとありましたが、私、資料を準備してい

ますので、議長、配付してもよろしいでしょうか。

○議長（福山惠一郎君） 暫時休憩します。

（午前１０時２３分）

─────────────────────────────────────────────────

○議長（福山惠一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時２４分）

─────────────────────────────────────────────────



○議長（福山惠一郎君） ６番。

○６番（滝沢 仁君） もうちょっと読んでもらいたいんだけれども。

○議長（福山惠一郎君） 何を。

○６番（滝沢 仁君） 資料、まだ読めてないと思うんで、もう少し時間取ってもらえません

か。

○議長（福山惠一郎君） それでは、暫時休憩します。

（午前１０時２４分）

─────────────────────────────────────────────────

○議長（福山惠一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時２６分）

─────────────────────────────────────────────────

○議長（福山惠一郎君） ６番。

○６番（滝沢 仁君） まず、簡易水道の件についてお伺いします。

大畑１６年とか、その前に鹿田簡易水道で言い方は間違いはないでしょうか。大丈夫、分か

りました。

大畑１６年、西越３９年と、一番新しいところで鹿田１７年となっておりますが、水道の法

定耐用年数は４０年となっております。西越３９年という、法定耐用年数にもう明日、すぐ近

い未来にもう来ています。こういったこと、また老朽化、自然災害等で修繕が必要になったと

きに、現在でも一般会計からの繰入金が６割を超えていますが、今後この水道、３９年たって

いる西越、堂ヶ前、田中、ここら辺２３年、もうすぐ７年後とかとなってきますが、これを村

単独でやっていけるものなのかどうなのか。また、八戸圏域水道企業団に加入していない当村

としては、この機会に広域連携に参加していかないと取り残されるようなことはないのかを伺

います。

そして、移住・定住の件ですが、これ「池田暮らしの七か条」とありまして、これ少し前か

らネット、また先ほど同僚議員からも聞きましたが、ＮＨＫの放送でもあったそうです。ちょ

っと過激かなという意見が多くて、例えば第２条、草刈り機は必需品です、回を重ねて使い込

むことで技術上達が図れますとか、このことを「面倒だ」「うっとうしい」と思う方は、池田暮

らしは難しいです等々、挑発的な言葉が並び、世間の批判を浴びているようですが、確かに移



住者との付き合い方も個人の問題ですので難しい面はあると思いますが、そこら辺の何ていう

か、ケアというかを、また常会側、とある地域ではあまり受け入れた側としてよくない評判が

あったりしますが、そういうことに、地域との付き合い方について難しいと思いますが、今の

ところどういうふうなことをしているか、伺いいたします。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 水道の耐用年数がもうそろそろピークに達しているということなんで

すが、やはりこれ、水というのは生活に欠かせないものでありますので、その辺は対応してい

かなければならないなと思っております。

事業費が莫大になるから広域連携に入っていったほうがいいという話なんですが、これにつ

いてもやっぱり一長一短はあると思います。その辺はこれから上がってくる問題等、また課題

等が来たら、皆さんと協議しながら、私一人ということでなくて、皆さんとともに、どうした

らいいかというのを考えながら進めていかなければならないのかなというふうに思っておりま

す。

それから、移住・定住の「池田暮らしの七か条」というのを今、読みましたけれども、これ

は池田町の問題であって、私からはどうのこうのと言うことはないんですが、現に各常会のほ

うにも移住者が来ているという話は聞いております。それについても、村として、特別こうい

うふうにしなさいとか、ああいうふうにしなさいとかという指示的なもの、また強制的なもの

というのは言える立場でないということで、ただ相談に来ればいろいろ相談に乗ってあげると

いうことはできるでしょうけれども、その辺は常会としてやはりきちんと対応していかなけれ

ばならないのかなというふうに思っております。

以上です。

○議長（福山惠一郎君） ６番。

○６番（滝沢 仁君） 移住の件ですが、何度も言うように個人個人の問題で、すごく今後、

大変な問題が全国で起きている中、新郷村にも起きないとは限りません。だからといって、あ

なたは入れられないとか、またそういうこともできないのが現状だと思いますが、地域のコミ

ュニティーの方、特に常会と言いましたが、とかともお互いにできるよう理解できるような接

し方、その人その人に合った接し方等を役場内でケアしていくべきかと思います。

あと、水道のほうですが、今まだ話合いのあれが持たれていないということで、ちょっと先



走った質問だったかもしれませんが、今後耐用年数等、また小規模水道等もありますので、そ

のことも踏まえて議論をしていってもらいたいと思います。

以上で質問を終わります。

○議長（福山惠一郎君） 以上で滝沢仁君の一般質問を終わります。

─────────────────────────────────────────────────

◇ 稲 葉 嘉 浩 君

○議長（福山惠一郎君） 次に、１番、稲葉嘉浩君。

○１番（稲葉嘉浩君） おはようございます。

議長のお許しをいただきましたので質問させていただきます。

まず初めに、新郷村の村税以外の税及び保険料に対する督促手数料の取扱いの現状と今後に

ついてお聞きいたします。

令和５年第１回新郷村議会定例会に上程された付議案件の中に、議案第３号 新郷村税条例

の一部を改正する条例案があり、村税に対する督促手数料の廃止が提案されています。

しかし、督促手数料は、村税以外の各種保険料に対しても発生し、徴収されています。

そこで、以下のとおり質問いたします。

１、新郷村の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料への督促手数料の現在の

取扱いは。

２、各保険料の督促手数料につき、村税と同様に廃止を考えているのか。

３、保険料に対する督促手数料の取扱いの今後は。

お答えください。

続きまして、地域住民座談会及び常会長会議の開催の現状と今後についてお聞きいたします。

新郷村では、村と村民の間で、地域住民座談会及び常会長会議が開催されています。

そこで、以下のとおり質問いたします。

１、地域住民座談会及び常会長会議の目的と開催状況（日時、各出席者数等）は。

２、地域住民座談会及び常会長会議において出された村民の意見、あるいは要望の内容は。

３、村民の意見、あるいは要望で実施された案件はあるのか。また、後の村行政に反映され

た事業はあるのか。

４、地域住民座談会及び常会長会議の今後は。



以上、２点の質問にお答えください。

なお、再質問は自席からさせていただきます。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） それでは１番、稲葉議員の督促手数料の取扱いについてのご質問にお

答えいたします。

督促手数料条例は、新郷村税条例と税外諸収入滞納金督促手数料及び滞納金徴収条例の２つ

に分かれます。このたび、改正案を提出した税に関する督促手数料の廃止につきましては、来

年度から始まる地方税統一ＱＲコード対応納付書発布に当たり、納付に関し不都合が生じると

いう理由からであります。地方税法においては、納期限から２０日以内に督促状を発すること

と定められておりますので、督促状はこれまでと同様に発布し、それに伴う延滞金については、

地方税法に基づき徴収してまいります。

ご質問の介護保険料及び後期高齢者医療保険料につきましては、税外の条例で定められてお

り、保険料に限らず様々な徴収金がこれに該当し、３条に基づき３００円の督促手数料を徴収

しております。今後につきましては、近隣市町村の動向を見ながら検討してまいりたいと思っ

ております。

次に、地域住民座談会及び常会長会議についてですが、地域住民座談会及び常会長会議の目

的と開催状況、日時、各出席者数等については、目的としては広く住民の意見や要望等を聞く

ことであり、村政に反映していくことを目的としております。

常会長会議は、令和５年２月３日午前１１時から行い、常会長４４名のうち出席者は３８名

でした。地域住民座談会は、令和５年２月３日午後６時から西越地区公民館で行い、出席者は

１２名、２月６日午後６時から北老人福祉センターで行い、出席者数は２３名、２月７日午後

６時から小坂地区公民館で行い、出席者は１４名、２月８日午後６時から美郷館で行い、２１

名の出席者でありました。

次に、地域住民座談会及び常会長会議において出された住民の意見、あるいは要望の内容に

ついてですが、常会長会議では、建設関係、鳥獣被害について、住民の移動手段等について、

常会の電気料金についてと出されました。地域住民座談会では、建設関係、農林課関係、教育

関係、村民の移動手段についてと出されました。

次に、村民の意見、あるいは要望で実施された案件はあるのか、また後の村行政に反映され



た事業はあるのかについてですが、常会長から要望された各項目に関しては、昨年度要望され

た建設課関連の事業等については対処しております。４年度の実施については、できるところ

から行っていく予定です。また、検討が必要な事業等については、十分、関係機関と内容を精

査していく考えがあります。

次に、地域住民座談会及び常会長会議の今後はについてですが、常会長会議については、連

絡事項や年間報酬の支払いがありますので、今後も継続してまいりたいと思っております。ま

た、地域住民座談会についても、開催時期を検討し継続してまいりたいと思っております。

以上、稲葉議員の答弁とさせていただきます。

○議長（福山惠一郎君） １番。

○１番（稲葉嘉浩君） 新郷村税条例の第２１条には、職員は督促状を発した場合においては、

督促状１通につき３００円の督促手数料を徴収しなければならないとあります。先ほど、村長

より税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例というのもあるということですが、今回

の新郷村税条例の一部を改正する条例案は、新郷村税条例の２１条に基づいて、督促の部分を

削除して廃止するということだと思いますが、税外のほうの条例ですけれども、先ほど申し上

げた、村長も言っていました税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の１条には、新

郷村の分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入の延滞金督促手数料及び延滞

金の徴収は、法令に定めるもののほか、この条例に定めによるというのがあります。また、３

条には、督促を発したときは１通につき３００円督促手数料を徴収するということです。

つまり、新郷村の村税外の村が徴収する督促手数料及び延滞金等は、この条例が基になり、

新郷村後期高齢者医療に関する条例や介護保険条例で、村税と同様、督促手数料は督促状１通

につき３００円の督促手数料を徴収しなければならないと定めていると思われます。

そこで、お伺いいたします。

今回の村税についての条例改正に当たり、令和５年度からの地方税共通納税システムの対象

税目の拡大、ＱＲコードに対応したもので、条例を一部改正するということですが、村税の改

正に当たり、なぜ村税外の条例についても督促手数料に関する廃止を検討しなかったのか、村

税と同様に見直すべきではなかったのか、各保険料に対する条例改正の提案がなされなかった

理由をお聞きしたいと思います。

また、地域住民座談会及び常会長会議についてですが、今、出席者のほうで人数を聞きまし



たけれども、西越地区で１２名ということ、川代地区では２３名、小坂１４名、美郷館で２１

名とありますが、私も４地区中、開催された２つの地区の座談会に出席しました。ほとんどが

役場職員と議員で、それを除きますと西越は２名と聞いています。また、美郷館では一般の住

民は３名だったと思うんですが、２１名という説明がありました。

いずれにしても、開催時期や開催方法の検討が必要だと思います。意見、要望の内容も気に

なりましたが、何より村長の、中には出席者が少ないと、若い世代の出席者が少ないのが非常

に残念に思いました。中には、やめたほうがいいんじゃないかという厳しい意見もありました。

しかし、私は新郷村の未来のためには、新郷村の現状を把握し、村の問題を一緒に考え、村

民みんなで理解していただき、村民とともに問題を解決していくためには、村民の生の声を聞

く必要不可欠なことだと思います。そして、その内容を村民皆さんが共有する必要があると思

います。

そこで、お伺いします。

この地域住民座談会及び常会長会議に出た村民の意見、あるいは要望は、今、建設関係とか

いろいろ実行されているということですが、その内容を村民にやっぱり知らしめるべきではな

いかと思いますが、何らかの方法で村民に情報提供することは考えていないでしょうか。

また、新郷村の各常会では、年に数回、道路普請や道刈り、あるいは各神社のお祭り等、そ

れぞれ住民が集まる機会があると思います。村ではそういう常会の集会を把握しているもので

しょうか。例えば、その各集会に役場側で出向いて、直接住民の意見、あるいは要望を聞くこ

とはどうでしょう。可能と考えますか。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 先ほど説明したように、税の関係については、税のシステムが変わっ

てきたと。税外のことでなくて、税のシステムが変わるからこうなんですよ。先ほど言いまし

たように、その他の税外についても、近隣の町村等を調査しながら今後検討していきたいとい

う説明をいたしました。

それから、住民座談会とか常会長会議の件ですが、確かに人数が少なかったのは否めないと

思います。これはコロナ禍によって２年ばかり中止にしている、その辺の周知徹底がいまいち

よくなかったのかなという反省点はあります。それと、また時期的なものもこれから考えてい

かなければならない。



そして、村で行われているイベント等については、広報紙なんかを通じて各個人、世帯に配

布しておりますが、ただお祭り関係については、これは村の事業でないので、あくまでも三嶽

神社のほうのものですので、村からはどうのこうのという話はできないと、そういうふうに周

知しております。

ですから、それ以外のもの、村で行っているものについては、それなりの情報を提供するよ

うな形で広く参加を呼びかけているような状況でございます。

以上です。

○議長（福山惠一郎君） １番。

○１番（稲葉嘉浩君） 地域住民座談会、常会長会議なんですが、今、村の三嶽神社のお祭り

ということではなくて、各地区で住民が集まる機会があるんですよ。それを村のほうでは把握

しているか。もし、村のほうで呼びかけても人が集まらないのであれば、村のほうでそういう

のを把握して、出張というか、そういう感じで意見を集約してはどうかということなんですけ

れども、先ほど申し上げた、中には厳しい意見もありました。私はいろいろな方法を検討して

いただいて、村民からの意見、要望を皆さんが共有して、一つでも多く実施していただき、村

民のための行政を続けていただきたいと思っています。

新郷村の村税以外の税及び保険料に対する督促手数料の取扱いの現状と今後ということです

が、とにもかくにも村民の不利益とならないよう、介護や後期高齢者医療保険料は、村民にと

って村税と同様だと思いますので、督促手数料については早く廃止していただけたらと思いま

す。

今回の条例改正について感じたことは、条例改正について他の関係条例についても精査して

整合性を図るように、もっと慎重に検討していただきたい、そう思います。

最後に、今回の税条例の改正に当たり、いろいろな条例を調べたところ、税に関する条例と

税外条例の延滞金の割合、パーセントが違いますけれども、何か理由があるんでしょうか。税

外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例が、附則でこの条例は平成元年４月１日から施

行するとあり、他の条例と違い、ずっと改正されていないように思いますが、それはなぜなん

でしょうか。お答えいただけますか。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） その辺の詳しいことは、担当課のほうから話しさせていただきたいと



思います。

○議長（福山惠一郎君） 税務課長。

○税務課長（戸田ひとみ君） 今、稲葉議員のご質問にお答えします。

今のご質問は、税外の延滞金の質問だと思いますので、税に関しては１４．……ちょっと幾

らだったかに決められているんですが、それが毎年１１月３０日、国のほうで決められた特例

基準割合というのが公表されまして、人事院勧告があり、１１月３０日と決まっているんです

けれども、特例基準割合というものが発表されます。それに伴い、現在は７．３であると認識

しています。ちょっとすみません、税に関して今はっきりした数字は申し上げられないんです

が、７．３と、特例基準割合、毎年改正になっていますので、ちょっと１０．幾らというのは

税のほうでは把握はしていません。

税外の改正については、税で行っているものではありませんので、私、この今回の質問は分

かりません。

○議長（福山惠一郎君） 今の答弁でいいか。

（「議長、休憩」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 暫時休憩します。

（午前１０時５３分）

─────────────────────────────────────────────────

○議長（福山惠一郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時５６分）

─────────────────────────────────────────────────

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 税の率というのは、村独自で定めているものではないと。これ条例に

ついては、昭和３７年に定めて、それ以来、ずっと同じ率で来ているということから、特段、

変える必要もなく現在に至っているということだと思いますので、ご理解願いたいと思います。

○議長（福山惠一郎君） 以上で稲葉嘉浩君の一般質問を終わります。

─────────────────────────────────────────────────

◇ 細 川 真理子 君

○議長（福山惠一郎君） 次に、７番、細川真理子君の発言を許します。



○７番（細川真理子君） 皆さん、おはようございます。

７番、細川でございます。議長のお許しをいただき、一般質問をさせていただきます。

新郷村にも春が来ました。温泉館の玄関に桜の花が咲いています。柔らかなほんのり甘い香

りのピンクの花です。思わず、ぎしぎしした心が穏やかになりました。

日頃、村長のリーダーシップの下、村民のために尽力を尽くしてくれている職員の皆様方に

感謝申し上げます。今後とも、より一層のご尽力をよろしくお願いいたします。

それでは、本題に入らせていただきます。

件名、介護サービスについて。

要旨、村内の介護事業所の事業停止による今後の介護サービスは。

要旨明細、新郷村の高齢化率は、令和５年１月末で５０％となりました。２人に１人が６５

歳以上の高齢者ではあるが、新郷村は農業の村ということもあり、元気な高齢者がたくさんい

るため、悲観することではないとは思っております。

ただ、介護保険の認定者、つまり介護が必要な方の数は、令和元年度末１６３名、令和２年

度末１７０名、令和３年度末１７８名と、年々増加していることと聞いている。それに対し、

村内の介護事業所が事業停止したり、廃止したりと、村民が在宅で受けられる介護サービスが

減っているため、施設の利用が増えていると聞いている。住み慣れたうちで最期まで暮らした

いという方々の思いをかなえるよう、働きが必要と思われますが、村長はどのようにお考えか

お伺いいたします。

なお、再質問は自席とさせていただきます。よろしくお願いします。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） それでは、７番、細川議員の介護サービスについてのご質問にお答え

いたします。

新郷村の介護保険の現状は、細川議員の指摘するとおりであります。村内の在宅サービスを

提供する事業所は、デイサービスが１か所、ケアプランを作成する居宅介護支援事業所２か所

ありますが、そのうちの１事業所が休止状態のため、現在、利用できる事業所は１事業所のみ

となっております。令和４年３月にヘルパー事業所も廃止となり、在宅の利用者を支えるサー

ビスが厳しい状況にあります。

事業所の再開は、新たな立ち上げのためには、専門的な資格を有している人材が必要であり、



その確保や人材育成が課題となり困難な状況であります。そのような状況の中でも、住民の方

が十分にサービスを利用できるように、近隣市町村の事業所や介護保険以外のサービスの活用

等も考慮しながら、サービスの提供に努めています。

現在、第９期介護保険事業計画策定に向けニーズ調査を実施し、集計作業を実施していると

ころです。村としても、村民の気持ちに寄り添うとともに、施設サービス料の増加に伴う介護

保険料の負担増なども考え、今後どのような対策ができるのか、皆様のご意見を聞きながら検

討していきたいと考えております。

以上、細川議員の質問にお答えします。

○議長（福山惠一郎君） ７番。

○７番（細川真理子君） 介護については、いろいろと難しいことだとは思いますが、避けて

は通れないことだと思います。ぜひ前向きに考えていただきたいと思います。

私ごとでございますが、私も在宅に介護者を抱えている身ではあります。そしてまた、私の

母も在宅で弟の嫁が介護してくれている状況であります。うちで介護をしていくには、介護者

が１人で抱え込んでしまわないよう、様々なサービスを利用していかないと、続けていくのは

とても困難なことだと思います。現に、鬱状態になったり、笑いが少なくなったり、そういう

方々がたくさんおります。

どうか、最期までうちにいたいという高齢者の思いをかなえるべく、また介護者の負担を少

しでも軽くしてあげて、笑った在宅介護を続けていけるように、サービスの充実が図れるよう

に、関係各所と連携を取ってぜひ進めていただきたいと再度思いますが、どうでしょうか。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 細川議員の言うとおりだと思います。やはり、この村に住んで、この

村でやはり最期という形が一番いいのかなと思っております。施設とかということでなくて、

できる限りのことを検討しながら前向きに進めていきたいなと、そう考えております。

○議長（福山惠一郎君） ７番。

○７番（細川真理子君） 村長も私の考えと同じだと思って安心していました。

５年後、１０年後と介護というのは長くかかると思っております。それに対して、優しい手

厚いサービスができますよう皆様からの知恵をいただき、みんなが一手一つ、一丸となって協

力し合いながら進めてくださるように、前向きに考えていただきたいと思います。



最後に、新郷村に生まれてよかった、新郷村で生活できて幸せだったと日々笑って暮らせる

村づくりにしたいと思います。村長、よろしくお願いいたします。

終わります。

○議長（福山惠一郎君） 以上で細川真理子君の一般質問を終わります。

─────────────────────────────────────────────────

◎散会の宣告

○議長（福山惠一郎君） これで本日の議事日程は終了しました。

来る１０日は午前１０時から会議を開きます。

本日はこれで散会します。

ご苦労さまでした。

（午前１１時０６分）



第 ３ 日 （３月１０日）



令和５年第１回新郷村議会定例会

令和５年３月１０日（金曜日）午前１０時０１分開議

議事日程（第３号）

日程第 １ 議案第 １号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「令和４年度新郷村一般会計補正予算（第７号）」

日程第 ２ 議案第 ２号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び青森県市町村総合事務組合の規約の変更について

日程第 ３ 議案第 ３号 新郷村税条例の一部を改正する条例案について

日程第 ４ 議案第 ４号 新郷村定住促進住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例案について

日程第 ５ 議案第 ５号 新郷村若者定住促進住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例案について

日程第 ６ 議案第 ６号 新郷村道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例案について

日程第 ７ 議案第 ７号 新郷村立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例案について

日程第 ８ 議案第 ８号 新郷村文化財保護条例の全部を改正する条例案について

日程第 ９ 議案第 ９号 令和４年度新郷村一般会計補正予算（第８号）案について

日程第１０ 議案第１０号 令和４年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）案に

ついて

日程第１１ 議案第１１号 令和４年度新郷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案

について

日程第１２ 議案第１２号 令和４年度新郷村介護保険特別会計補正予算（第４号）案につい

て

日程第１３ 議案第１３号 令和４年度新郷村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第５号）

案について

日程第１４ 議案第１４号 令和４年度新郷村簡易水道特別会計補正予算（第３号）案につい



て

日程第１５ 議案第１５号 令和４年度新郷村特定環境保全公共下水道特別会計補正予算（第

３号）案について

日程第１６ 議案第１６号 令和４年度新郷村農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

案について

日程第１７ 議案第１７号から議案第２４号まで（予算特別委員長報告）

日程第１８ 議案第２５号 （村長提出・提案理由説明）

日程第１９ 議案第２５号 村有財産の無償貸付けの契約について

日程第２０ 議案第２６号 発議第１号 新郷村議会の個人情報の保護に関する条例案につい

て

日程第２１ 陳情審査報告について

日程第２２ 議員派遣の件について

日程第２３ 委員会の閉会中の継続調査について

─────────────────────────────────────────────────

本日の会議に付した事件

議事日程第３号に同じ

出席議員（８名）

１番 稲 葉 嘉 浩 君 ２番 永 野 範 英 君

３番 才 神 幸 男 君 ４番 横 道 一 男 君

５番 村 岡 和 俊 君 ６番 滝 沢 仁 君

７番 細 川 真理子 君 ８番 福 山 惠一郎 君

欠席議員（なし）

地方自治法第１２１条の規定による者の職氏名

村 長 櫻 井 雅 洋 君 副 村 長 横 田 堅 悦 君



職務のため出席した者の氏名

教 育 長 岡 田 稔 君 総 務 課 長 髙 村 郁 子 君

会 計 管 理 者 桜 井 真紀子 君
企 画 商 工
観 光 課 長 櫻 䑓 博 明 君

農 林 課 長 高 見 憲 一 君 建 設 課 長 福 山 徹 君

税 務 課 長 戸 田 ひとみ 君 住 民 課 長 中鶴間 淳 子 君

厚 生 課 長 沢 口 くみ子 君 診療所事務長 工 藤 勝 志 君

議 会
事 務 局 長 本 間 由美子 君 主 査 福 山 拓 史 君



─────────────────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（福山惠一郎君） おはようございます。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。

（午前１０時０１分）

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第１号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１、議案第１号 専決処分した事項の報告及び承認を求める

ことについて「令和４年度新郷村一般会計補正予算（第７号）」を議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第１号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第１号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第２号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第２、議案第２号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の増加及び青森県市町村総合事務組合の規約の変更についてを議題といたします。



これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第２号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第２号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第３号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第３、議案第３号 新郷村税条例の一部を改正する条例案につ

いてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第３号を採決いたします。

お諮りいたします。



議案第３号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第４号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第４、議案第４号 新郷村定住促進住宅設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第４号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第４号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第５号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第５、議案第５号 新郷村若者定住促進住宅設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。



（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第５号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第５号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第６号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第６、議案第６号 新郷村道路占用料等徴収条例の一部を改正

する条例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第６号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第６号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）



○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第７号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第７、議案第７号 新郷村立公民館の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第７号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第７号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第８号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第８、議案第８号 新郷村文化財保護条例の全部を改正する条

例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。



これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第８号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第８号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第９号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第９、議案第９号 令和４年度新郷村一般会計補正予算（第８

号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第９号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第９号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９号は原案のとおり可決されました。



─────────────────────────────────────────────────

◎議案第１０号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１０、議案第１０号 令和４年度新郷村国民健康保険特別会

計補正予算（第３号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第１０号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第１０号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第１１号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１１、議案第１１号 令和４年度新郷村後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。



（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第１１号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第１１号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第１２号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１２、議案第１２号 令和４年度新郷村介護保険特別会計補

正予算（第４号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第１２号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第１２号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第１３号の質疑、討論、採決



○議長（福山惠一郎君） 日程第１３、議案第１３号 令和４年度新郷村国民健康保険診療所

特別会計補正予算（第５号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第１３号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第１３号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第１４号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１４、議案第１４号 令和４年度新郷村簡易水道特別会計補

正予算（第３号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。



これから議案第１４号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第１４号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第１５号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１５、議案第１５号 令和４年度新郷村特定環境保全公共下

水道特別会計補正予算（第３号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第１５号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第１５号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第１６号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１６、議案第１６号 令和４年度新郷村農業集落排水事業特

別会計補正予算（第３号）案についてを議題といたします。



これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第１６号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第１６号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第１７号から議案第２４号までの委員長報告、質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１７、議案第１７号から議案第２４号までの８件を一括議題

といたします。

予算特別委員長の報告を求めます。

委員長、才神幸男君。

○予算特別委員長（才神幸男君） それでは、審査の結果について申し上げます。

この予算特別委員会は全員をもって構成されていますので、審査内容についてはご承知のと

おりであります。

委員会審査報告書については、お手元に配付のとおりであります。

令和５年度新郷村一般会計予算案及び各特別会計予算案は、全て原案可決であります。

以上、報告いたします。

○議長（福山惠一郎君） ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。



（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

議案第１７号から議案第２４号までの８件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決すべ

きものであります。

委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号から議案第２４号までの８件は委員長報告のとおり決定されまし

た。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第２５号の上程、説明

○議長（福山惠一郎君） 日程第１８、議案第２５号を上程いたします。

村長から提案理由の説明を求めます。

村長。

○村長（櫻井雅洋君） それでは、令和５年第１回新郷村議会定例会の追加提案の説明を申し

上げます。

追加提案いたしました議案についてご説明申し上げます。

議案第２５号 村有財産の無償貸付けの契約については、村有財産を医療法人、仁泉会に無

償貸付けするため、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を要するため提

案するものであります。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決賜りますようお願い申し上げます。

─────────────────────────────────────────────────



◎議案第２５号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１９、議案第２５号 村有財産の無償貸付けの契約について

を議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第２５号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第２５号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第２０、議案第２６号 発議第１号 新郷村議会の個人情報の

保護に関する条例案についてを議題といたします。

提出者から説明を求めます。

滝沢仁君。

○６番（滝沢 仁君） 議案第２６号 発議第１号 新郷村議会の個人情報の保護に関する条

例案について。

地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第３項の規定により別紙のとおり提出する。

提案理由。

新たな個人情報保護法の施行に伴い、新郷村議会の個人情報の保護に関する必要な事項を定



める必要が生じたため、本条例の制定について提案するものである。

令和５年３月１０日。

提出者、新郷村議会運営委員会委員長、滝沢仁。

賛成者、新郷村議会運営委員会副委員長、才神幸男。

○議長（福山惠一郎君） これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第２６号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第２６号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２６号は原案のとおり決定しました。

─────────────────────────────────────────────────

◎陳情審査報告の委員長報告、質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第２１、陳情審査報告についてを議題といたします。

総務常任委員長の報告を求めます。

総務常任委員長、村岡和俊君。

○総務常任委員長（村岡和俊君） ご報告いたします。

総務常任委員会に付託された陳情について審査した結果は、お手元に配付した陳情審査報告

書のとおりであります。

以上、報告を終わります。

○議長（福山惠一郎君） ただいまの報告に対し、質疑に入ります。



質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

陳情審査報告についてを採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長報告のとおり決定しました。

お諮りいたします。

ただいま決定されました陳情審査報告書の提出方法につきましては、議長に一任願います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、そのとおり決定しました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議員派遣の件について

○議長（福山惠一郎君） 日程第２２、議員派遣の件についてを議題といたします。

お諮りいたします。

議員派遣については、会議規則第１２０条の規定により、お手元に配付しました別紙のとお

り決定したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議員派遣の件については別紙のとおり決定されました。



─────────────────────────────────────────────────

◎委員会の閉会中の継続調査について

○議長（福山惠一郎君） 日程第２３、委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたしま

す。

総務常任委員長から、総務、厚生、財政、教育及びこれらに関する事項の調査、産業建設常

任委員長から、農林、商工、公有林野、土木建築及びこれらに関する事項の調査、議会運営委

員長から、本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項の調査について、それぞれ閉会中の

継続調査の申出があります。

各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

以上で、本日の議事日程は全部終了しました。

本定例会に付議された事件は全て終了しました。

これで本日の会議を終了いたします。

（午前１０時２７分）

─────────────────────────────────────────────────

◎村長挨拶

○議長（福山惠一郎君） 村長から挨拶があります。

村長。

○村長（櫻井雅洋君） 議長のお許しを得ましたので、一言ご挨拶申し上げます。

議会閉会に当たりまして、一言お礼のご挨拶を申し上げます。

３日から始まった令和５年第１回新郷村議会定例会にご提案申し上げました全ての議案、ご

承認いただきまして、誠にありがとうございました。

本定例会は、新年度予算が主な議案でありましたが、特に物価や光熱水費高騰により事務的

経費の増額が財政を圧迫しております。村の生命線である地方交付税は微増の見込みでありま

す。財源不足は依然として改善することは難しいが、その中でも村の発展を目指し、事業を精

査しながら取り組んでいかなければなりません。有利な補助事業や財源を確保しながら、職員



共々検討を重ね、停滞することなく邁進していきたいと考えております。

令和５年が新郷村にとって飛躍の年となるよう、本定例会において議員皆様からいただいた

ご意見やご要望等を研さんし、村政に反映されるよう努めてまいりたいと思っております。

まだまだ春が遠いような気がしております。また、これから田植えの準備で忙しくなると思

いますが、議員の皆様にはコロナ対策に心がけ、新しい生活様式を基本に健康、体調に十分留

意され、さらなるご活躍とご繁栄をお祈り申し上げ、挨拶といたします。

本日は誠にありがとうございました。

─────────────────────────────────────────────────

◎閉会の宣告

○議長（福山惠一郎君） 令和５年第１回新郷村議会定例会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

（午前１０時３０分）



委員会審査報告書

本委員会に付託の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第７７条の規定

により報告します。

令和５年３月１０日

予算特別委員長 才神 幸男

新郷村議会議長 福山 惠一郎 殿

議 案 番 号 件 名 審 査 の 結 果

議案第１７号 令和５年度新郷村一般会計予算案について 原 案 可 決

議案第１８号 令和５年度新郷村国民健康保険特別会計予算案について 〃

議案第１９号 令和５年度新郷村後期高齢者医療特別会計予算案について 〃

議案第２０号 令和５年度新郷村介護保険特別会計予算案について 〃

議案第２１号 令和５年度新郷村国民健康保険診療所特別会計予算案について 〃

議案第２２号 令和５年度新郷村簡易水道特別会計予算案について 〃

議案第２３号
令和５年度新郷村特定環境保全公共下水道特別会計予算案につ

いて

〃

議案第２４号 令和５年度新郷村農業集落排水事業特別会計予算案について 〃



陳情審査報告書

本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり会議規則第９４条第１項の規定によ

り報告します。

令和５年３月１０日

総務常任委員長 村岡 和俊

新郷村議会議長 福山 惠一郎 殿

受理

番号

陳情

番号

付 託

年 月 日
件 名 審査の結果

１ １
令 和 ５ 年

２月 2 8日
民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願

権等を守る為の陳情
不 採 択



議員派遣の件

令和５年３月１０日

本議会は、地方自治法第１００条第１３項及び新郷村会議規則第１２０条の規定により、次

のとおり議員を派遣するものとする。

１ 五戸地区議会議員協議会役員会

（１）目 的 定時総会及び研修会開催の協議のため

（２）派遣場所 五戸町

（３）期 間 令和５年３月２２日（水）

（４）派遣議員 副議長及び総務常任委員長

２ 五戸地区議会議員協議会総会及び研修会

（１）目 的 広域行政における町村自治の振興発展を図るため

（２）派遣場所 五戸町

（３）期 間 令和５年４月下旬予定

（４）派遣議員 議員全員

３ 全国町村議会議長会・正副議長研修会

（１）目 的 全国町村議会議長会主催による議会に関する研修会

（２）派遣場所 東京都

（３）期 間 令和５年５月２３日（火）

（４）派遣議員 副議長

４ 青森県町村議会議長会県下町村議会議員研修会

（１）目 的 青森県町村議会議長会主催による議会に関する研修会

（２）派遣場所 青森市

（３）期 間 令和５年７月１９日（水）

（４）派遣議員 議員全員



５ 三戸郡町村議会議長会正副議長・事務局長研修会

（１）目 的 三戸郡町村議会議長会主催による議会に関する研修会

（２）派遣場所 八戸市

（３）期 間 令和５年７月予定

（４）派遣議員 副議長

６ 青森県町村議会議長会・議長、副議長及び事務局長研修会

（１）目 的 議会の制度運営等に関する研修会

（２）派遣場所 青森市

（３）期 間 令和５年１０月２６日（木）

（４）派遣議員 副議長

７ 三戸郡町村議会議員研修会

（１）目 的 三戸郡町村議会議長会主催による研修会

（２）派遣場所 三戸郡町村議会議長会で決定した場所

（３）期 間 令和５年１０月下旬予定

（４）派遣議員 議員全員

８ 五戸地区議会議員協議会調査研修会

（１）目 的 五戸地区議会議員協議会主催による調査研修会

（２）派遣場所 五戸地区議会議員協議会で決定した場所

（３）期 間 五戸地区議会議員協議会で決定した年月日

（４）派遣議員 議員全員

９ 八戸圏域連携中枢都市圏形成促進議員連盟研修会

（１）目 的 八戸圏域連携中枢都市圏形成促進議員連盟主催による研修会

（２）派遣場所 八戸圏域連携中枢都市圏形成促進議員連盟で決定した場所

（３）期 間 八戸圏域連携中枢都市圏形成促進議員連盟で決定した年月日



（４）派遣議員 議員全員

１０ 新郷村議会県外行政調査研修

（１）目 的 議会議員の知識見聞の習得の為の先進地視察研修会

（２）派遣場所 議会で決定した場所

（３）期 間 議会で決定した年月日

（４）派遣議員 議員全員



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

令和 ５年 ６月 ９日

議 長 福山 惠一郎

署 名 議 員 才神 幸男

署 名 議 員 永野 範英


